
別表（第12条，第13条関係）
文書の種別 開示の実施方法 開示実施手数料の額

１ 文書又は イ 閲覧 100枚までごとにつき100円

図画（２の項 ロ 撮影した写 １枚につき100円に12枚までごとに760円を加え

から４の項ま 真フィルムを印 た額

で又は８の項 画紙に印画した

に該当するも ものの閲覧

のを除く。） ハ 複写機によ 用紙１枚につき10円（Ａ２判については40円，

り用紙に複写し Ａ１判については80円）

たものの交付

（ニに掲げる方

法に該当するも

のを除く。）

ニ 複写機によ 用紙１枚につき20円（Ａ２判については140円，

り用紙にカラー Ａ１判については180円）

で複写したもの

の交付

ホ 撮影した写 １枚につき120円（縦203ミリメートル，横254ミ

真フィルムを印 リメートルのものについては，520円）に12枚ま

画紙に印画した でごとに760円を加えた額

ものの交付

ヘ スキャナに １枚につき50円に当該文書又は図画１枚ごとに

より読み取って 10円を加えた額

できた電磁的記

録をフレキシブ

ルディスクカー

トリッジに複写

したものの交付

ト スキャナに １枚につき100円に当該文書又は図画１枚ごとに

より読み取って 10円を加えた額

できた電磁的記

録を光ディスク

（日本工業規格

X 0 6 0 6 及 び Ｘ

6281 に適合する

直径 120 ミリメ

ートルの光ディ

スクの再生装置

で再生すること

が可能なものに

限 る 。） に 複 写

したものの交付

チ スキャナに １枚につき120円に当該文書又は図画１枚ごとに

より読み取って 10円を加えた額

できた電磁的記

録を光ディスク

（日本工業規格

X6241 に 適 合 す

る直径 120 ミリ

メートルの光デ

ィスクの再生装

置で再生するこ

とが可能なもの

に 限 る 。） に 複

写したものの交



付

２ マイクロ イ 用紙に印刷 用紙１枚につき10円

フィルム したものの閲覧

ロ 専用機器に １巻につき290円

より映写したも

のの閲覧

ハ 用紙に印刷 用紙１枚につき80円（Ａ３判については140円，

したものの交付 Ａ２判については370円，Ａ１判については690

円）

３ 写真フィ イ 印画紙に印 １枚につき10円

ルム 画したものの閲

覧

ロ 印画紙に印 １枚につき30円（縦203ミリメートル，横254ミ

画したものの交 リメートルのものについては430円）

付

４ スライド イ 専用機器に 一巻につき390円

（９の項に該 より映写したも

当するものを のの閲覧

除く。） ロ 印画紙に印 １枚につき100円（縦203ミリメートル，横254ミ

画したものの交 リメートルのものについては 1,300 円）

付

５ 録音テー イ 専用機器に １巻につき290円

プ（９の項に より再生したも

該当するもの のの聴取

を 除 く 。） 又 ロ 録音カセッ １巻につき430円

は録音ディス トテープに複写

ク したものの交付

６ ビデオテ イ 専用機器に １巻につき290円

ープ又はビデ より再生したも

オディスク のの視聴

ロ ビデオカセ １巻につき580円

ットテープに複

写したものの交

付

７ 電磁的記 イ 用紙に出力 用紙100枚までごとにつき200円

録（５の項， したものの閲覧

６の項又は８ ロ 専用機器に １ファイルにつき410円

の項に該当す より再生したも

るものを除 のの閲覧又は視

く。） 聴

ハ 用紙に出力 用紙１枚につき10円

したものの交付

（ニに掲げる方

法に該当するも

のを除く。）

ニ 用紙にカラ 用紙１枚につき20円

ーで出力したも

のの交付

ホ フレキシブ １枚につき50円に１ファイルごとに210円を加え

ルディスクカー た額

トリッジに複写

したものの交付

ヘ 光ディスク １枚につき100円に１ファイルごとに210円を加

（日本工業規格 えた額

Ｘ0606及びＸ628



1に適合する直径

120ミリメートル

の光ディスクの

再生装置で再生

することが可能

なものに限る。）

に複写したもの

の交付

ト 光ディスク １枚につき120円に１ファイルごとに210円を加

（日本工業規格 えた額

Ｘ6241に適合す

る直径120ミリメ

ートルの光ディ

スクの再生装置

で再生すること

が可能なものに

限 る 。） に 複 写

したものの交付

チ 幅１２．７ １巻につき7,000円に１ファイルごとに210円を

ミリメートルの 加えた額

オープンリール

テープに複写し

たものの交付

リ 幅１２．７ １巻につき800円（日本工業規格Ｘ6135に適合す

ミリメートルの るものについては2,500円，国際規格14833，158

磁気テープカー 95又は15307に適合するものについてはそれぞれ

トリッジに複写 8,600円，10,500円又は12,900円）に１ファイル

したものの交付 ごとに210円を加えた額

ヌ 幅８ミリメ １巻につき1,800円（日本工業規格Ｘ6142に適合

ートルの磁気テ するものについては2,600円，国際規格15757に

ープカートリッ 適合するものについては3,200円）に１ファイル

ジに複写したも とに210円を加えた額

のの交付

ル 幅３．８１ １巻につき590円（日本工業規格Ｘ6129，Ｘ6130

ミリメートルの 又はＸ6137に適合するものについてはそれぞれ

磁気テープカー 800円，1,300円又は1,750円）に１ファイルごと

トリッジに複写 に210円を加えた額

したものの交付

８ 映画フィ イ 専用機器に １巻につき390円

ルム より映写したも

のの視聴

ロ ビデオカセ 6,800円（16ミリメートル映画フィルム につい

ットテープに複 ては13,000円，35ミリメートル映画フィルムに

写したものの交 ついては10,100円）に記録時間10分までごとに

付 2,750円（16ミリメートル映画フィルムについて

は3,200円，35ミリメートル映画フィルムについ

ては2,650円）を加えた額

９ スライド イ 専用機器に １巻につき680円

及び録音テー より再生したも

プ（第12条第5 のの視聴

項に規定する ロ ビデオカセ 5,200円（スライド20枚を超える場合にあっては，

場合における ットテープに複 5,200円にその超える枚数１枚につき110円を加

ものに限る 写したものの交 えた額）

。) 付

備 考

１の項ハ若しくはニ，２の項ハ又は７の項ハ若しくはニの場合において，両面



印刷の用紙を用いるときは，片面を１枚として額を算定する。



別紙様式第１号（第５条第１項関係）

年 月 日

法人文書開示請求書

国立大学法人 東京工業大学 殿

ふりがな

氏 名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者の氏名）

住所又は居所 〒

電 話 番 号 （ ） －

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第３条の規定により，次の

とおり請求します。

法人文書の名称又は知りたい

内容等

請求に係る法人文書が特定

できるよう，できるだけ具

体的に記入してください。

備 考 （任意記入） ① 開示の実施方法

① 求める開示の実施方法 1 閲 覧， 2 写しの交付， 3 その他( )

② 大学において開示の実施 ② 希望する方に○を付してください。

を求めるか又は写しの送 イ 大学において開示の実施を求める

付の方法によるかの別に ロ 写しの送付による開示の実施を求める

ついて記入してください。

開示請求手数料 納付の方法（詳細は，裏面をご覧ください。）

（１件 300 円） 大学が指定する銀行口座へ払込み，利用明細の写しを添付し

てください。

（＊以下は記入不要）

受理年月日 年 月 日 受 付 担 当 東京工業大学総務部総務課

(０３)５７３４－

決 定 期 限 年 月 日 整 理 番 号



＜記載に当たっての注意事項＞

１ 「氏名又は名称」「住所又は居所」

個人で開示請求をする場合は，あなたの氏名，住所又は居所を，法人その他

の団体の場合にあっては，その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してくだ

さい。

ここに記載された住所及び氏名により，開示決定通知等を行うことになりま

すので，正確に記入願います。

２ 「電話番号」

開示請求された法人文書についての照会を行う場合等に必要となりますの

で，できる限り記入してください。

３ 「法人文書の名称又は知りたい内容等」

開示を請求する法人文書について，その名称，お知りになりたい情報の内容

等をできる限り具体的に記載してください。

なお，記載された内容に基づき職員が該当する法人文書を検索することにな

りますが，請求される法人文書の特定が困難な場合等には，照会をさせていた

だくことがあります。

４ 「備考(任意記入)」

請求される法人文書について開示決定がされた場合の開示の実施方法ついて

ご希望がありましたら，記入してください。

なお，開示の実施方法等については，開示決定後に提出いただく「開示の実

施方法の申出書」により申し出ることができます。

＜開示請求手数料の納付について＞

開示請求を行う場合は，１件の法人文書について 300 円を納付していただくこ

ととなリます。

開示請求手数料の納付の方法は，次のとおりです。

大学が指定する銀行口座へ 300 円を払込み，利用明細の写しをこの請求書に

添付して提出してください。払込みに当たって費用が生じる場合は，開示請求

者において負担願います。

大学が指定する銀行口座

銀行名：三井住友銀行ひなぎく支店

種別：普通預金

口座名：東京工業大学

口座番号：総務部総務課（03-5734-2038)へお問い合わせ下さい。



別紙様式第２－１号（第７条第１項関係）

東工大総第 号

年 月 日

法人文書開示決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました法人文書の開示の請求については，

その全部について開示することと決定しましたので，独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律第９条第１項の規定により，次のとおり通知します。

法 人 文 書 の 名 称

開示請求書における開示の実施 １）開示請求書のとおり開示の実施ができる

方法どおり開示の実施ができる ２）開示請求書のとおり開示の実施ができない

かどうかの別 実施できない理由：

開示の実施方法等 ＊裏面の説明事項をお読みください。

法人文書の種類 求めることができる開示 開示実施手数料の額 法人文書全体につい

・数量等 の実施方法 （算定基準） て開示の実施を受け

た場合の基本額

大学において開示を実施でき

る日時及び場所 日時：

別添の「開示の実施方法の申 場所：

出書｣には ,これらの日時から

希望する日時を記入してくだ 住所：

さい。

写しの送付による法人文書の開 準備に要する日数：

示を希望する場合における準備

に要する日数及び郵送料の額 郵送料の額：通常郵便物 円

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



＜説明事項＞

１ 「開示の実施方法等」の選択について

開示の実施方法等については ,この通知書を受け取った日から 30 日以内に，同封した「開示の実

施方法の申出書」に所要の開示実施手数料を納付して，申出を行ってください。

開示の実施の方法は，｢開示の実施方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必

要な部分のみの開示を受けること（例えば ,100 頁ある文書について冒頭の 10 頁のみ閲覧する等）

や部分ごとに異なる方法を選択すること（冒頭の 10 頁は「写しの交付」を受け，残りは閲覧する

等）もできます。一旦，全部閲覧をした上で，後に必要な部分の写しの交付を受けることもでき

ます（ただし，その場合は，最初に閲覧を受けた日から 30 日以内に，別途｢更なる開示の申出書」

を提出していただく必要があります｡)。

大学における開示の実施を選択される場合は，「大学において開示を実施できる日時及び

場所」に記載されている日時から，ご希望の日時を記入してください。記載された日時に都合が

よいものがない場合は，お手数ですが，表面＊印に記載の総務部総務課までご連絡ください。な

お，開示の実施の準備を行う必要がありますので，「開示の実施方法の申出書」は， 開示を受け

る希望日の２週間前には，当方に届くようにご提出願います。

なお，開示請求書のとおり開示の実施ができる場合で，当該開示方法等を変更しないとき（開

示実施手数料が無料の場合に限る｡)は，「開示の実施方法の申出書」を改めて提出する必要はあり

ません。

写しの送付を希望される場合は，「開示の実施方法の申出書」にその旨を記載してください。こ

の場合は，開示実施手数料のほかに，郵送料（郵便切手）が必要になります。

２ 開示実施手数料の算定について

(1)手数料額の計算方法

開示実施手数料は，選択された開示の実施の方法に応じて，定められた算定方法に従って

基本額（複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）を計算し，その額が 300 円

までは無料，300 円を超える場合は当該額から 300 円を差し引いた額となります。

（例）150 頁ある法人文書を閲覧する場合：

100 枚までごとにつき 100 円 → 基本額 200 円 → 手数料は無料

150 頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合：

用紙１枚につき 10 円 → 基本額 1,500 円 → 手数料は 1,200 円

150 頁ある法人文書のうち 100 枚を閲覧し，20 頁について写しの交付を受ける場合

（残りの 30 頁は開示を受けない）：

閲覧に係る基本額 100 円＋写しの交付に係る基本額 200 円＝計 300 円→

手数料は無料

(2)手数料の減免

生活保護を受けているなど経済困難により手数料を納付する資力がないと認められる方に

ついては，開示請求１件につき 2,000 円を限度として，手数料の減額又は免除を受けることが

できます。減額又は免除を受けたい方は ,｢開示実施手数料減額・免除申請書」を提出してくだ

さい。

(3)手数料の納付

開示実施手数料の納付の方法は，次のとおりです。

開示実施日までに大学が指定する銀行口座へ払込み，利用明細の写しを，①開示実施日に

持参するか ,②「開示の実施方法の申出書」を提出の際に添付してください。

大学が指定する銀行口座

銀行名：三井住友銀行ひなぎく支店

種別：普通預金

口座名：東京工業大学

口座番号：総務部総務課（03-5734-2038)へお問い合わせ下さい。

３ 開示の実施について

大学における開示の実施を選択され ,その旨「開示の実施方法の申出書」により申し出られ

た場合は，開示を受ける当日，大学に来られる際に，本通知書を必ずご持参ください。



別紙様式第２－２号（第７条第１項関係）

東工大総第 号

年 月 日

法人文書部分開示決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました法人文書の開示の請求について

は，その一部を開示することと決定しましたので，独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律第９条第１項の規定により，次のとおり通知します。

法 人 文 書 の 名 称

開示しない部分及び一部を開

示しない理由

開示請求書における開示の実 １）開示請求書のとおり開示の実施ができる

施方法どおり開示の実施がで ２）開示請求書のとおり開示の実施ができない

きるかどうかの別 実施できない理由：

開示の実施方法等 ＊裏面の説明事項をお読みください。

法人文書の種類 求めることができる開示 開示実施手数料の額 法人文書全体につい

・数量等 の実施方法 （算定基準） て開示の実施を受け

た場合の基本額

大学において開示を実施でき 日時：

る日時及び場所

別添の「開示の実施方法の申 場所：

出書｣には ,これらの日時から

希望する日時を記入してくだ 住所：

さい。

写しの送付による法人文書の開 準備に要する日数：

示を希望する場合における準備

に要する日数及び郵送料の額 郵送料の額：通常郵便物 円

この決定に不服がある場合には，行政不服審査法に基づき，この決定があったことを知った

日の翌日から起算して 60 日以内に，国立大学法人東京工業大学に対して異議申立てをするこ

とができます。

また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法の規定により，こ

の決定があったことを知った日から６か月以内に，国立大学法人東京工業大学を被告として，

裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお，決定があったことを知った日

から６か月以内であっても，決定の日から１年を経過した場合は，処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038)にご連絡ください。



＜説明事項＞

１ 「開示の実施方法等」の選択について

開示の実施方法等については，この通知書を受け取った日から 30 日以内に，同封した「開示

の実施方法の申出書」に所要の開示実施手数料を納付して申出を行ってください。

開示の実施の方法は ,｢開示の実施方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。

必要な部分のみの開示を受けること（例えば ,100 頁ある文書について冒頭の 10 頁のみ閲覧する

等）や部分ごとに異なる方法を選択すること（冒頭の 10 頁は「写しの交付」を受け，残りは閲

覧する等）もできます。一旦，全部閲覧をした上で，後に必要な部分の写しの交付を受けるこ

ともできます（ただし，その場合は，最初に閲覧を受けた日から 30 日以内に，別途｢更なる開

示の申出書」を提出していただく必要があります｡)。

大学における開示の実施を選択される場合は，「大学において開示を実施できる日時及び場所」

に記載されている日時から，ご希望の日時を記入してください。記載された日時に都合がよい

ものがない場合は，お手数ですが，表面＊印に記載の総務部総務課までご連絡ください。なお，

開示の実施の準備を行う必要がありますので，「開示の実施方法の申出書」は，開示を受ける希

望日の２週間前には，当方に届くようにご提出願います。

なお，開示請求書のとおり開示の実施ができる場合で，当該開示方法等を変更しないとき（開

示実施手数料が無料の場合に限る｡)は，「開示の実施方法の申出書」を改めて提出する必要はあ

りません。

写しの送付を希望される場合は，「開示の実施方法の申出書」にその旨を記載してください。

この場合は，開示実施手数料のほかに，郵送料（郵便切手）が必要になります。

２ 開示実施手数料の算定について

(1)手数料額の計算方法

開示実施手数料は，選択された開示の実施の方法に応じて，定められた算定方法に従って

基本額（複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）を計算し，その額が 300 円

までは無料 ,300 円を超える場合は当該額から 300 円を差し引いた額となります。

（例）150 頁ある法人文書を閲覧する場合：

100 枚までごとにつき 100 円 → 基本額 200 円 → 手数料は無料

150 頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合：

用紙１枚につき 10 円 → 基本額 1,500 円 → 手数料は 1,200 円

150 頁ある法人文書のうち 100 枚を閲覧し，20 頁について写しの交付を受ける場合

（残りの 30 頁は開示を受けない）：

閲覧に係る基本額 100 円＋写しの交付に係る基本額 200 円＝計 300 円→手数料は無料

(2)手数料の減免

生活保護を受けているなど経済困難により手数料を納付する資力がないと認められる方に

ついては，開示請求１件につき 2,000 円を限度として，手数料の減額又は免除を受けることが

できます。減額又は免除を受けたい方は ,｢開示実施手数料減額・免除申請書」を提出してく

ださい。

(3)手数料の納付

開示実施手数料の納付の方法は，次のとおりです。

開示実施日までに大学が指定する銀行口座へ払込み，利用明細の写しを，①開示実施日に

持参するか，②「開示の実施方法の申出書」を提出の際に添付してください。

大学が指定する銀行口座

銀行名：三井住友銀行ひなぎく支店

種別：普通預金

口座名：東京工業大学

口座番号：総務部総務課（03-5734-2038)へお問い合わせ下さい。

３ 開示の実施について

大学における開示の実施を選択され，その旨「開示の実施方法の申出書」により申し出ら

れた場合は，開示を受ける当日，大学に来られる際に，本通知書を必ずご持参ください。



別紙様式第２－３号（第７条第１項関係）

東工大総第 号

年 月 日

法人文書不開示決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました法人文書の開示の請求については，

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第９条第２項の規定により，開

示しないことと決定しましたので，次のとおり通知します。

不開示決定した

法人文書の名称

不開示とした理由

この決定に不服がある場合には，行政不服審査法に基づき，この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して 60 日以内に，国立大学法人東京工業大学に対して

異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法の規定

により，この決定があったことを知った日から６か月以内に，国立大学法人東京工

業大学を被告として，裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（な

お，決定があったことを知った日から６か月以内であっても，決定の日から１年を

経過した場合は，処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第３号（第７条第２項関係）

東工大総第 号

年 月 日

法人文書開示決定延期通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました法人文書の開示の請求については，

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１０条第２項の規定により，

次のとおり決定する期間を延長することとしましたので通知します。

法 人 文 書 の 名 称

決 定 期 限 年 月 日（ ）

延 長 す る 期 間 日間

延長後の決定期限 年 月 日（ ）

延 長 の 理 由

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第４号（第８条関係）

東工大総第 号

年 月 日

法人文書開示決定特例延期通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました法人文書の開示の請求について

は，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１１条の規定により，次

のとおり法人文書の相当部分を除く残りの部分について，決定する期間を延長しま

したので通知します。

法 人 文 書 の 名 称

決 定 期 限 年 月 日

相当部分を除いた

決定期間を延長す

る残りの部分

残りの部分の延長 年 月 日（ ）

後の決定期限

延 長 の 理 由

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第５号（第９条関係）

東工大総第 号

年 月 日

法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました法人文書の開示の請求について

は，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（第 12 条第１項・第 13 条

第１項）の規定により，次のとおり事案を移送しましたので通知します。

法人文書の名称

移 送 年 月 日 平成 年 月 日

事案の移送先 担当

（独立行政法人 住 所

等・行政機関の 電話番号 （ ） －

長）名及び担当

事案の移送をし

た理由

備 考 移送した事案に係る開示決定等及び開示の実施は，移送

先（独立行政法人等・行政機関の長）が行うこととなります。

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第６－１号（第１０条第１項関係）

東工大総第 号

年 月 日

第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

あなたに関する情報が記録されております法人文書について，独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律第３条の規定により開示の請求がありましたので

通知します。

ついては，この情報の開示の決定等を行う際の参考としたいので，これを開示す

ることについてご意見がある場合は，同封の「法人文書の開示に関する意見書」に

よりお知らせください。

なお，提出期限までに意見書の提出がない場合には，特にご意見がないものとし

て取り扱わせていただきます。

法 人 文 書 の 名 称

法人文書に記録さ

れているあなたに

関する情報の内容

請 求 年 月 日 年 月 日

開示不開示の決定
年 月 日

予 定 年 月 日

東京工業大学総務部総務課

意 見 書 提 出 先 住所：〒 152-8550 東京都目黒区大岡山２－１２－１

（電話番号：０３－５７３４－２０３８）

意 見 書 提 出 期 限 年 月 日（ ）

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第６－２号（第１０条第１項関係）

東工大総第 号

年 月 日

第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

あなたに関する情報が記録されております法人文書について，独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律第３条の規定により開示の請求がありましたので

通知します。

ついては，この情報の開示を行いたいと考えておりますので，開示することにつ

いてご意見がある場合は，同封の「法人文書の開示に関する意見書」によりお知ら

せください。

なお，提出期限までに意見書の提出がない場合には，特にご意見がないものとし

て取り扱わせていただきます。

法 人 文 書 の 名 称

法人文書に記録さ

れているあなたに

関する情報の内容

開示しようとする

場合の適用条項及

びその理由

請 求 年 月 日 年 月 日

開 示 の 決 定
年 月 日

予 定 年 月 日

東京工業大学総務部総務課

意 見 書 提 出 先 住所：〒 152-8550 東京都目黒区大岡山２－１２－１

（電話番号：０３－５７３４－２０３８）

意 見 書 提 出 期 限 年 月 日

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第６－３号（第１０条第１項関係）

年 月 日

法人文書の開示に関する意見書

国立大学法人 東京工業大学 殿

ふりがな

氏 名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者の氏名）

住所又は居所 〒

電 話 番 号 （ ） －

年 月 日付けで通知のありました法人文書の開示について，次の

とおり意見を提出します。

法 人 文 書 の 名 称

１ 上記法人文書の開示による支障（不利益）の有無

意 見

２ 支障（不利益）の具体的内容

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第７号（第１０条第２項関係）

東工大総第 号

年 月 日

第三者に係る法人文書開示決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

あなたに関する情報が記録されております法人文書の開示請求について，先にご

意見をいただきましたが，この度開示することと決定しましたので，独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律第１４条第３項の規定により，次のとおり通

知します。

法 人 文 書 の 名 称

法人文書に記録さ

れているあなたに

関する情報の内容

開示決定をした

理由

法人文書の開示 年 月 日

の年月日

この決定に不服がある場合には，行政不服審査法に基づき，この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に，国立大学法人東京工業大学に対

して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法の規

定により，この決定があったことを知った日から６か月以内に，国立大学法人東

京工業大学を被告として，裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができま

す（なお，決定があったことを知った日から６か月以内であっても，決定の日か

ら１年を経過した場合は，処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第８号（第１１条第１項関係）

年 月 日

開示の実施方法の申出書

国立大学法人 東京工業大学 殿

ふりがな

氏 名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者の氏名）

住所又は居所 〒

電 話 番 号 （ ） －

年 月 日付け東工大総第 号で通知のありました法人文書の 開示・

部分開示の決定について，下記のとおり開示の実施を受けたいので，申し出ます。

開 示 の 実 施 方 法 １）開示の実施方法

開示・部分開示決定通知書記載

の「求めることができる開示の

実施方法」より選択して記入す

ること。

なお，法人文書の部分ごとに異 ２）部分ごとに異なる開示の実施方法

なる開示の実施方法を求める場

合は，その旨及びその部分ごと

の開示の実施方法を記入すること

（＊以下については，該当項目の記号を○で囲み，右に詳細を記入してください。）

ア 法人文書の一部について （開示の実施を求める部分）

開示の実施を求める。

イ 大学において開示の実施 （開示の実施を希望する日）

を希望する。 年 月 日（ ） 時 分

ウ 写しの送付の方法による 郵送料：開示・部分開示決定通知書記載の「郵送

開示の実施を求める。 料の額」

(写しの送付先(上記住所又は居所と同じ時は記入不要))

〒

＊１ 開示請求書のとおり開示の実施を求める場合（開示実施手数料が無料の場合に限る）であ

って，上記ウの写しの送付の方法によらないときは，本書を提出する必要はありません。

＊２ 開示実施手数料は，開示実施前までに，大学が指定する銀行口座へ払込み，利用明細の写

しを開示実施日に持参又は本申出書に添付して送付願います｡

大学が指定する銀行口座

銀行名：三井住友銀行ひなぎく支店

種別：普通預金

口座名：東京工業大学

口座番号：総務部総務課（03-5734-2038)へお問い合わせ下さい。

＊３ ＊２の払込みに当たって費用が生じる場合は，開示請求者において負担願います。

＊４ 写しの送付を希望される場合は，郵送料の額の郵便切手を本申出書に添付して納付願いま

す。



別紙様式第９号（第１１条第２項関係）

年 月 日

更なる開示の申出書

国立大学法人 東京工業大学 殿

ふりがな

氏 名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者の氏名）

住所又は居所 〒

電 話 番 号 （ ） －

年 月 日付け東工大総第 号で通知のありました法人文書の

開示・部分開示の決定について， 年 月 日に開示の実施を受けまし

たが，下記のとおり更なる開示の実施を受けたいので，申し出ます。

法 人 文 書 の 名 称

開 示 の 実 施 方 法 １）開示の実施方法

開示・部分開示決定通知

書記載の「求めることがで

きる開示の実施方法」より

選択して記入すること。

なお，法人文書の部分ご ２）部分ごとに異なる開示の実施方法

とに異なる開示の実施方法

を求める場合は，その旨及

びその部分ごとの開示の実

施方法を記入すること。

（＊以下については，該項目の記号を○で囲み，右に詳細を記入してください。）

ア 法人文書の一部について （開示の実施を求める部分）

開示の実施を求める。

イ 大学において開示の実施 （開示の実施を希望する日）

を希望する。 年 月 日 時 分

ウ 写しの送付の方法による 郵送料：開示・部分開示決定通知書記載の「郵送

開示の実施を求める。 料の額」

(写しの送付先(上記住所又は居所と同じ時は記入不要))

〒

＊１ 正当な理由がある場合を除き，一度受けた方法と同一の方法による開示を求めることは

できません。

＊２ 開示実施手数料及び郵送料は，開示実施前までに，大学が指定する銀行口座へ払込み，

利用明細の写しを開示実施日に持参又は本申出書に添付して送付願います｡

＊３ ＊２の払込みに当たって費用が生じる場合は，開示請求者において負担願います。

＊４ 写しの送付を希望される場合は，郵送料の額の郵便切手を本申出書に添付して納付願い

ます。



別紙様式第１０号（第１４条第２項関係）

年 月 日

開示実施手数料減額・免除申請書

国立大学法人 東京工業大学 殿

ふりがな

氏 名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者の氏名）

住所又は居所 〒

電 話 番 号 （ ） －

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第 17 条第３項の規定により，

次のとおり開示実施手数料の減額又は免除を申請します。

法人文書の名称

（開示決定通知書の日付・番号： ）

減額又は免除を

求める額

（ただし，2,000 円 円

を限度とする）

減額又は免除 ① 生活保護法（昭和２５年法律第 144 号）第１１条第１項

を求める理由 第 号に掲げる扶助を受けており，手数料を納付する資力

がないため。

（①又は②のいずれ ② その他（具体的に記入してください｡)

かに○印を付してく

ださい｡)

＊１ ①を理由とする場合は，当該扶助を受けていることを証明する書面を，②を

理由とする場合にあっては，当該事実を証明する書面を添付してください。

＊２ この申請書は，開示の実施方法の申出書と併せて提出してください。



別紙様式第１１－１号（第１４条第５項関係）

東工大総第 号

年 月 日

開示実施手数料減額・免除決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました開示実施手数料減額・免除申請

については，次のとおり決定したので通知します。

法人文書の名称

減額又は免除す

る額 円

減額又は免除し

ない場合の開示 開示実施手数料： 円

実施手数料

納付が必要な開

示実施手数料 円

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第１１－２号（第１４条第５項関係）

東工大総第 号

年 月 日

開示実施手数料減額・免除非該当決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで申請のありました開示実施手数料減額・免除申請

については，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額・

免除理由に 該当しないことを決定したので通知します。

法人文書の名称

減額又は免除を

求める開示実施 円

手数料の額

減額又は免除が

認められない理

由等

この決定に不服がある場合には，行政不服審査法に基づき，この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に，国立大学法人東京工業大学に対

して異議申立てをすることができます。

＊１ 開示の実施を受ける場合には，開示実施手数料の納付が必要となります。

＊２ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）

にご連絡ください。



別紙様式第１２号（第１６条第２項関係）

東工大総第 号

年 月 日

情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで異議申立てのありました件については，独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律第１８条第２項の規定により，情報公開

・個人情報保護審査会に諮問しましたので通知します。

異議申立てのあっ

た法人文書の名称

又は内容

諮 問 し た 年 月 日 年 月 日

諮 問 の 内 容

年 月 日・ 諮問 号

諮問日・諮問番号

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。



別紙様式第１３号（第１６条第３項関係）

東工大総第 号

年 月 日

異議申立てに対する決定通知書

様

国立大学法人東京工業大学 印

年 月 日付けで異議申立てのありました件については，次のとお

り決定しましたので，通知します。

異議申立てのあっ

た法人文書の名称

異議申立てに対す

る決定

異議申立てに対す

る決定の理由

この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法の規定により，

この決定があったことを知った日から６か月以内に，国立大学法人東京工業大学を

被告として，裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお，決定

があったことを知った日から６か月以内であっても，決定の日から１年を経過した

場合は，処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

＊ 不明な点がある場合には，東京工業大学総務部総務課（TEL 03-5734-2038）に

ご連絡ください。


